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１．本市の空き家の現状・課題について

２．空き家に対する本市の取組・制度について



鳥取市における新規の空き家相談件数の推移



住宅・土地統計調査による空き家数の推移

※出典：総務省統計局「住宅・土地統計調査」
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平成30年度鳥取市空家実態調査結果



鳥取市における空き家の分布状況

地域別の空き家数の割合 地域別にみる人口に対する空き家率



空き家がもたらす問題の具体例

防災上の問題
・倒壊、崩落
・屋根・外壁の落下
・建材の飛散

防犯上の問題
・不法侵入、不法滞在
・放火による火災発生
の危険

衛生上の問題
・不法投棄を招く
・雑草、樹木の繁茂
・害虫、鳥獣の発生

景観上の問題
・景観、風景を損ねる



空家等対策の推進に関する特別措置法

１．放置すれば倒壊するおそれのある状態
（1）建築物の著しい傾斜がある
（2）構造耐力上主要な部分の損傷がある
（3）屋根、外壁等が脱落、飛散する可能性がある
※部分的に見られる場合は、(1)～(3)のうち複数
に該当している状態のものを認定

・「空家等」とは
概ね年間を通じて居住や使用などされていない建築物及びその敷地のこと。
※国・地方公共団体が所有及び管理するものは除く。

・「特定空家等」とは
「空家等」のうち、以下の状態にあるもの。

２．著しく衛生上有害な状態
（1）吹付石綿等が飛散する可能性がある
（2）浄化槽の放置、破損による臭気がある
（3）排水の流出による臭気がある
（4）ゴミの放置、不法投棄による臭気がある
※ (1)～(4)のうち複数に該当している状態のもの
を認定

３．著しく景観を損ねている状態
（1）建築物に落書きがある
（2）窓ガラスが割れたまま放置されている
（3）立木が建物を覆っている
※(1)～(3)のうち複数に該当している状態のものを
認定

４．その状態を放置することが不適切である状態
（1）立木の枝葉が道路にはみ出している
（2）動物の糞尿による臭気
（3）門扉が施錠されていない
※(1)～(3)のうち複数に該当している状態のもの
を認定

「特定空家等」に認定される状態



空家等対策の推進に関する特別措置法
適切な管理が行われていない空き家から地域住民の生命、身体、財産を保護し、
生活環境の保全を図るとともに、空き家の利活用促進を目的に平成27年5月26日に
施行。

特に危険な空き家である「特定空家等」に認定されると下記の措置が実施される
場合がある。

助言
・

指導

空家特措法
第14条第1項

空家特措法
第14条第2項

勧告

固定資産税の
住宅用地の特例解除

所有者
意見聴取

空家特措法
第14条第4項

空家特措法
第14条第3項

命令

（条例）
命令内容の公表

※事前に意見聴取要

過料
※50万円以下

行政代執行

空家特措法第14条第9項
行政代執行法第3条第2項

空家特措法第16条第1項

費用徴収

空家特措法による措置の流れ



特定空家等の現存数の推移



２．空き家に対する本市の取組・制度について

１．本市の空き家の現状・課題について



空き家に対する主な取組・制度
【老朽危険空き家に関するもの（建築指導課）】
・鳥取市空家等除却事業費補助金
・「鳥取県解体工事業協同組合」との連携による解体見積もりの無償提供
・空き家所有者等に対する情報提供、助言・指導（近隣・町内会等から苦情相談
があったもの）

・「鳥取市空家等対策計画」の策定
・空き家等の適切な管理に関する広報（市報・公式ホームページ等）

【空き家の利活用に関するもの（中心市街地整備課）※中心市街地以外でも適用されるものを紹介】
・鳥取市空き家情報バンクの設置
・「aｋｉｓｏｌ（アキソル）」を運営する株式会社ジチタイアドと連携協定
・空き家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」の作成・配布

【鳥取県との連携によるもの（県・中山間地域政策課）】
・空き家に関するワンストップの総合相談窓口の設置（とっとり空き家利活用推進協議会）

・「空き家ガイドブック（とっとり空き家利活用推進協議会作成）」の配布

【鳥取市空き家対策本部に関するもの】
・「空き家利活用ガイドブック」の作成



空き家に対する主な取組・制度

【鳥取市空家等除却事業費補助金】
目 的：倒壊等はじまりつつある空き家であって、防災上周囲に対して危険性

が高い特定空家等の除却を行う所有者またはその法定相続人に対し、
当該工事に要する費用の一部を助成することにより、良好な景観及び
生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄与すること。

補助金額：補助率 ２分の１ 上限６００千円
対象経費：対象建築物の除却、除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用
財 源：国（２分の１）、県（４分の１）、市（４分の１）



空き家に対する主な取組・制度
【鳥取市空家等対策計画の策定】



空き家に対する主な取組・制度

【空き家等の適切な管理に関する広報】



空き家に対する主な取組・制度
【鳥取市空き家情報バンクの設置】
概要：空き家の賃貸・売却を希望する人から申し込みを受けた空き家を登録し、

利用希望者に紹介する仕組みで遊休不動産の流通促進を図る目的で設置。

【基本的な流れ】
1.空き家所有者より、登録の申請を受け付け、
現地調査を行ったあと、宅建協会に委託して
設置した「住もう鳥取ネット」が物件の取扱
い(媒介)を希望する不動産会社の募集を行う。

2.所有者と不動産業者との媒介契約成立後にバ
ンクに登録し、市ホームページ等で情報公開
を行う。
3.空き家所有者及び利用希望者は、不動産会社
を介して空き家の賃貸・売買契約を締結する。



空き家に対する主な取組・制度
【 「aｋｉｓｏｌ（アキソル）」について】
株式会社ジチタイアドが運営する空き家問題解決のための総合プラットフォーム。
空き家相談窓口の一つとして、空き家問題解決のサポートを行うもの。
空き家に関する悩みを無料で相談することができ、空き家問題解決に向けた必要
な情報提供や事業者とのマッチング、物件を０円であっても手放したい方の相談
等を受け付けている（※サービス内容によっては一部費用が発生。相談のみであ
れば無料）。



空き家に対する主な取組・制度
【 「aｋｉｓｏｌ（アキソル）」について】



空き家に対する主な取組・制度
【空き家情報冊子「あなたの空き家大丈夫ですか？」の作成・配布】



空き家に対する主な取組・制度
【「空き家利活用ガイドブック」の作成】



空き家に対する主な取組・制度
【空き家に関するワンストップの総合相談窓口の設置】



空き家に対する主な取組・制度
【「空き家ガイドブック」の配布】


